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自動車登録方式が
大幅改正される

- - 昭和63年 1 月 l 日から施行- -

企 画 部

自動車登録令の一部を改正する政令が 8

月 11日付政令第 280 号をもって公布されま

した。 この改正は、 従来マークシート方式

で行ってきたものを、 O C R (光学的文字

読取装置) 方式に改めようとするものであ

ります。 施行は明年 1月 1 日からです。 本

会としても、 日行連で開催した研修会に業

務研修部専門委員の葛西彰氏を派遣したほ

か、 北海道運輸局とも協議して道内 7陸運

支局に対し、 各支部で開催する研修会の講

師の派遣方を要請いたしております。 陸運

支局内の研修会は10月中旬頃の予定のよう

です。 詳細については不明ですが、 会報と

一緒に改正法の全文 (官報) を同封します

ので、 全容を把握して頂ければ幸です。

なお、 葛西委員の研修会の出席結果につ

いては記掲 (P 15) のとおりです。
　 　

資 料 移%““%““%““彩勿翔%““%彩彩%“%%%彩%“

取締役総務部長は
被保険者か ?

圓 私は、 ある有限会社の営業部長ですが、 今

般、 総務部長の退職に伴い、 取締役業務の総務

部長に就任いたしました。

雇用保険では、 取締役は被保険者にならない

とお聞きしておりますが、 本当でしょうか、 ご

教示ください。

●
圏 雇用保険は、 雇用労働者を対象とするもの

であり、 請負事業を行う者や委託を受けて仕事

を行う者等労働者性のないものは、 雇用保険の

被保険者とはなりません。

ここで ｢雇用労働者｣ とは、 職業の種類を闘

わす、 事業主の支配を受けてその規律の下に労

働を提供し、その提供した労働の対償として事

業主から賃金、 給料その他これらに準ずるもの

の支払いを受け、 これらの収入によって生活す

る者を意味します。

したがって、 会社との委任関係にある取締役

･監査役等は、その限りでは雇用労働者には該

当せず、 被保険者とはなりません。

しかし、 取締役等であっても同時に会社の部

長、 支店長、 工場長等会社の従業員としての身

分を有している者であって、 労働者的性格が強

く、 雇用関係があると認められる者は、 被保険

者として取り扱われます。

労働者的性格が強いかどうかについては、 報

酬!支払の面、 その者の就労の実態、 就業規則の

適用状況等を考慮して総合的に判断されます。

例えば、 部長、 支店長、 工場長等会社の従業

員としての身分について支払われる賃金が役員

報酬より多額であり、 就労実態も他の従業員と

おおむね同様であるなど労働者的性格が強い場

には、 被保険者として取り扱われることになり
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まず。 有限会社の取締役 (取締役が数人いる場

合は、 その各自) は、 会社を代表することとさ

れていますので、 雇用保険の被保険者にはなり

ませんが、 ｢定款もしくは社員総会の決議また

は定款の規定に基づく取締役の互選をもって代

表すべき取締役を定めることもできることとさ

れていますので、 取締役であっても、 会社を代

表しない場合もあります。

したがって、 有限会社の取締役も、 株式会社

の取締役と同様に、 会社を代表する取締役は被

保険者となりませんが、 会社を代表しない取締

役であって同時に会社の従業員としての身分を

有する場合は、 労働者的性格が強く雇用関係が

あると認められるものに限り被保険者として取

り扱われます。 ′

もし、 被保険者とならないと判断される場合

は、 事業主は、 当該事実のあった日の翌日から

10日以内に、 その事業所の所在地を管轄する公

共職業安定所の長に雇用保険被保険者資格喪失

届を提出しなければなりません。

この場合、 被保険者でなくなったことの原因

は、 離職として取り扱われますので、 本人が離

職票の交付を希望しない場合で、 そのことを証

明できる書類を提出するときを除き、 事業主は

雇用保険被保険者離職証明書を雇用保険被保険

者資格喪失届に添付しなければなりません。

したがって、 被保険者が取締役に就任した場

合には、 事前に、 その者が被保険者資格を喪失

する者であるか、 公共職業安定所に相談され、
その指示を受けておくことが望ましいでしょう。

次に、 取締役等が被保険者となる場合に、 取

締役としての地位に基づいて受ける役員報酬1が、

これらの者が失業した場合における失業給付の

算定の基礎となる賃金に含まれるかどうかが問

題となりますが、 雇用保険において賃金とは、
労働者としての身分について労働の対償として

事業主から支払われた部分に限られますので、

資 料 勿““勿勿%%““彩物勿““彩““彩“%%“%“%“%

当該役員報酬はこれに含まれません。

したがって、 このような場合は、 部長、 支店

長、 工場長等会社の従業員としての身分につい

て、 労働の対償として支払を受けた賃金に基づ

いて、 失業した場合において、 支給される基本

手当の日額が算定されることとなります。

なお、 詳細や、 ご不明な点につきましては、

公共職業安定所にお問い合わせください。

(労働省雇用保険課 岩 田 誠)

土地の現況証明について

企 画 部

従来、 ｢現地目証明願｣ として市町村農

業委員会に交付申請をしておりましたが、
本年 6月12日付農調第 451号北海道農務部

長通達をもって ｢農地調整法関係事務処理

要領 (既墾地の部) ｣ の一部が別紙のとお

り改正した旨市町村農業委員会に通知され、
さらに、 道農地調整課長からこの取扱いに

ついて後記のとおり各支庁経済部長に通知

されておりますので、 お知らせします。

別 紙

農地法関係事務処理要領

、

ノ

(既墾地の部) (秒)

年

農

年

分

街

道

靴

部

和

海

和

正

昭

北

昭

改

昭和45年12月 1 日付け農調第2785号

北海道農務部長通達

6月12日付け農調第 451号改正

第 8 その他

1 ~ 3 省略

4, 土地の現況証明関係
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(証明願書の様式)

(1) 農地又は採草放牧地以外の土地につ

いて、 権利の登記又は建物を建築する

等に際し、 現況の証明を必要とする者

があるときは、 農業委員会に対し、 別

記第49号様式による現況証明願書を 2

部 (農業委員会 1部、 証明用 1部) 提

出させること。

(厩 出 入)

(2) 現況の証明を必要とする場合は、 通

常次の場合であるが、 農地法の適正な

運用及び土地の偽装売買による詐欺事

件等の防止を図るため、 原則として土

地の所有者から願出させるよう指導す

る こと。
′ -

ア 土地所有者の場合

(ア) 地目の変更をしようとする場合

“) 所有権の移転をしようとする場

合

(ウ) 所有権以外の権利の設定をしよ

うとする場合

イ 土地所有者以外の場合

(ア) 所有権の移転を受けようとする

場合

(希 所有権以外の権利の設定をしよ

うとする場合

(3) 土地の所有者以外の者から願出があ

った場合には、 融けコの原因を証する書

面又は、 願出について委任を受けたこ

とを証する書面を添付させること。

(農業委員会の処理)

(4) 農業委員会は現況証明願書を受理し

たときは、 次により処理すること。

ァ 農業委員 3名以上で現地調査の上、
現地を確認して判断するものとし、

いやしくも願出入の主張のみで又は

机上において判断することのないよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

うにすること。
イ 農地又は採草放牧地の認定につい

ては、 現況によって厳正に判断し、

附近の宅地化の度合、 休耕の程度、
面積の狭少、 非農家の耕作、 市街化

区域内、 所有制限の例外の指定、 転

用の許可、 土地区画整理事業の施行

等によって農地又は採草放牧地以外

の土地であると認定しないこと。

ウ 農地又は採草放牧地であるかどう

かの判定が困難なものについては、

転用許可等の申請をさせるよう指導

すること。

工 証明書は、必ず農業委員会の審議

に附した後発行するものとし、 会長

の専決事項とすることのないように

すること。

なお、 急を要する特別の理由があ

ると認められるときは、 アによる現

地調査をした上発行して差し支えな

いが、 この場合は、 必ず次回の農業

委員会に付議するものとすること。

(証明の方法)

(5) 農業委員会の証明は、 現況証明願書

の奥書により行うものとする。 なお、

証明することが適当と認められないと

きは、 願出入にその旨を通知するもの

とする。

(証明台帳の整備)

(6) 農業委員会は、 別記第50様式による

現況証明願処理台帳を備え、 所要の事

項を記載すること。

e

●
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別記第49号様式

現 況 証 明 願 書

年 月 日

農業委員会会長 殿

願出入 住 所

氏 名 印

　 　 　(法人にあっては名称、 及び代表者氏名)

次の土地の現況は記載のとおりであることを証明願います。

記

1. 証明を受けようとする土地の表示等

所 在 地 番 公 簿
地 目 現 況 面 積 区 分 利用 状況 所有者氏名 備 考

2れ
U

-

注 1. 現況欄には、 ｢農地｣、 ｢採草放牧地｣又は｢農地、採草放牧地以外｣と記載すること.　　　　　　　　　　 　　　　 　　

2, 区分の欄には、 各筆ごとに一般民有地は@、 自作農創設地及び強制譲渡地 (開拓地
を除く。 ) は◎、開拓地(農地法第73条の期間を経過した土地に限る)は⑩と記載する事。

3. 利用状況欄は、 過去 5 ケ年位の利用状況について、 ｢何年まで雑種地で、 その後、宅

地に利用｣ 等のように記載すること。
4. 備考欄には、 各筆ごとに転用許可の有無及び、 その許可年月 日を記載すること。
5. 1 筆の土地で現況が異なっている場合には、 それぞれの現況部分を特定する実測図

を添附すること。

2. 証明を必要とする理由の詳細

( 号)

願出のとおり相違ないことを証明する。
年 月 日

農業委員会会長 印



彩勿““%“%%“%“%“%勿彩%“移勿%“移%““ 業 務 資 料 ““彩彩勿彩勿勿“““““““““““"““““““

農調第 4 5 2 号
昭和62年 6 月 12日各支庁経済部長 殿

農地調整課長

土 地 の 現 況 証 明 に つ い て

司法書士が行う農地法第 5条の許可に係る地 放牧地以外｣ と記載することとなりましたが、 .h
目変更の登記申請については、 農業委員会の現 そのために地目変更登記に支障が生ずる場合で 『ヲ

況証明書を添附した場合に限り行うことができ 司法書士等からその地日の証明の申出があった

るこ 者となっております。 ときは~ 現況を確認の上、 備考欄に当該地目を

(昭和44年 5 月 12日付民事甲第 1093 号法 例えば現況宅地と記載し証明して差し支えない

務省民事局長通達参照) ので、 その旨農業委員会を指導願います。
この度~ 昭和62年 6月l2日付け農調第 4 61号 なお、 現況証明書の備考欄について記載しな

農務部長通達による農地法関係事務処理要領の い場合には、 斜線を引くなどするように併せて

一部改正により、 土地の現況証明書の現況にっ 指導願います。
いて宅地、 山林、 原野~ 雑種地等は ｢農地採草 (農地利用係)

住宅金融公庫の貸付金
の金利が引上げられました。

企 画 部ロ 鬱
昭和62年 8 月25日付政令第 286 号をもって ｢住宅金融公庫法施行令等の一部を改正する政

令｣ が公布され、 次のとおり貸付金の利率が引上げになりました。

◇住宅金融公庫法施行令等の一部を改正する政令 (政令第 286 号)(建設省)

1 住宅金融公庫の貸付金のうち~ 次に掲げるものの利率を引き上げることとした。 (住宅金融

公庫法施行令第17条及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第 t条の 6関係)

改正前の利率
　　　　 　　　 　　　　
年 4 8 5 %

貸 付 金 改正後の利率

年 4.9 %個人住宅資金貸付けに係る貸付金のうち自ら居
住するため主としてその居住の用に供している
住宅以外に住宅を必要とする者の住宅の建設又
は購入に係る

年 4.8 5 %

年 4.8 5 %

民間分譲住宅貸付金 年 5 4 5 %

年 5.1 5 %店舗等の建設に係る貸付金

一 6 ー
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4 宅地の造成に係
る貸付金

年 4.9 % 年 4,7 %

地方公共団体等、 土地開発公
社及び土地区画整理組合以外
の者に対する貸付金

年 5,1 % 年 4.8 %

年 4.7 %5 施設建築物等の
ち、 住宅部分以

彗設又は詩人に係る貸付金のう
トの部分に係るもの

当初期間につき、
年 4,7 5 % 当初期
間後の期間につき~
年 5.0 %

6 特定中高層耐火
建築物の建設又
は購入に係る貸
付金

住宅部分に係る貸付金 年 4 75 % 年 4,7 %

年 4 8 5 %住宅部分以外の部分に係る貸
付金

年 5.1 5 %

宅地の造成に係 土地区画整理組合に対する貸 年 4.9 % 年 4,7 %
る貸付金 付金

2 産業労働者住宅の建設に係る住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫の貸付金の利率を引き
土げることとした。 (産業労働者住宅資金融通法第 7条の規定による貸付金の 1戸当りの金額
の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第 3条関係)

貸 付 金

中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の
用に供する住宅以外の住宅に係る貸付金

改正後の利 率

年 51 %

改正前の利率

年 4 8 %

司法書士法第19条 1項の 北海道収入証紙の消印は
違反についての解釈 行政書士の職印で 〃

企 画 部

このことにつきましては、 次のとおりの

回答がでておりますので参考にして下さい。

回 答
行政書士が、 他人の嘱託を受けて登記原

因証書 ･委任状 ･保証書を作成し、 司法書

士に登記申請書のみ作成と法務局に提出方

を依頼し、 登記完了の上は、 司法書士より

行政書士が登記済証を受領し、 更に嘱託人

より登記費用等を受領し領収書を交付する

一連の行為を反覆継続することは、 司法書

士法第19条第 1 項に違反する。
(昭和53年 10月 5 日、 日司連会長回答)

企 画 部

建設業許可申請等の審査手数料の収入証

紙の消印は、 行政書士の職印をもって行な

うことができることについては、 昭和57年

7 月会報第 131号をもってお知らせしたと

ころですが、 その後、 ｢北海道収入証紙条

例施行規則事務取扱要領｣ の一部が改正さ

れ、 建設業のみに限らず行政書士の作成し

た書類で、 北海道収入証紙の貼付を要する
ものについては行政書士の職印で消印する

ことができるようになりましたので、 お知

らせします。 この場合、 収入証紙の貼付用

紙または、 収入証紙を貼付した申請書等の
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欄外に ｢書類の作成年月日及び記名押印、
電話番号の記入｣ を必ず実施して下さい。

なお、 ゴム印等の @ または④で消印をし

たり、 斜線を引いたりしたものは認められ

ないので、 十分留意してください。

建設業許可申請等の際の
記名押印について

業 務 研 修 部

行政書士が作成した書類については、′作

成年月日及び記名押印することを行政書士

法施行規則の第 9条で義務付けられており、
このことについては、 かねてより励行を願

ってきたところでありますが、 特に、 建設

業許可申請等の場合は、 関係官公署 (所)

等の都合上から記名押印する箇所が特定さ

れ、 指導を受けているところです。 本年、
4月 1目に改訂出版された ｢建設業許可申

請の手引｣ にはこのことについて記載され

ておりませんが、 申請書等の右下余白に書

類の作成年月日及び記名押印、 電話番号を

記入することを必ず励行して下さい。

雇農 為恋}等職務上請求
書用紙の購入方法は厳格に

総 務 部

北海道収入証紙ちよう付用紙 行政書士がその職務上戸籍謄本、 住民票

の写しを請求するときは、 ｢行政書士専用、
戸籍謄本、 住民票の写し等職務上請求書｣

により市 ･区役所又は町村役場に提出する

ことになっており、 この制度は、 昭和61年

4月から施行されております。
本会事務局ではこの請求書用紙を販売し

ておりますが、 購入希望の方で行政書士の

補助者が来られたときは、 事故の未然防止

のため ｢行政書士補助者証｣ を呈示してい

ただくようにしており、 又、 補助考証不携

帯のときは、 購入する行政書士の方に電話

をかける等で購入者の確認をしておりま

すので予め御了承願います。
過日某行政書士の補助者と偽り、 購入に

来た事例もありますので慎重を期しており

ますのでご協力下さいますようお願いいた

します。
なお、 補助者に異動があった場合は遅滞

なく届出をするとともに、 補助者証 (縦 3

cm、 横 2.5 cmの写真 1 枚必要、 無料で交付)

の携帯、 補助者バッチ、 ネームプレートの

着用を励行するようご指導願います。

参 考①住民基本台帳法の一部改正のあら

まし及び、 同法に基づく省令につ

い｢て

会報 153 号 ( 6l. 3.
ゞ25 発行)

②戸籍謄抄本並びに住民票の写し等

職務上請求の解説

ち よ う 付 欄 (申請者において割印すること)

　　　　　　　　　　
収入証紙 !収入証紙 l叉入証

職 印 ‐“ 職 印…r 職 印 …‐職 印

収入証紙【収入証紙 :収入証紙 !収入証紙
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会報 154 号 ( 61. 5. 25 発行)

③住民基本台帳法等の改正に関する

質疑応答等について

会報 159 号 ( 62. 3. 25 発行) 会員各位

北行第 1 3 7 号
昭和62年 8 月 22日

建設業法の一部を改正する
法律の施行について

企 画 部
業務研修部

･ .･ ‘‐ ･･ ･' ‐' ‐. -- ■‐ ･･ .･ ･. ,･ ‐‐･

このことについては、 別紙により各支部

長に対し、 支部内諾会議等を利用して会員

各位に周知を図られるよう通知したところ

でありますが、 今回会報をもって全会員に

お知らせすることにしましたので御了承く

ださい。

なお、 近々政令及び省令が公布されるこ

とと思われます。

北海道行政書士会

会長 日向寺 正 幸

鬱

建設業法の一部を改正する
法律の施行について

このことについては、 本年 6 月 6 日付法

律第69号をもって公布され、 明年 6 月 6 日

から施行されることになりました。 会員各

位におかれては、 本年 1月の O A 化にとも

なう規則改正に引続いての制度改正で. ご

多忙の折から何かとご心労のことと存じま

す。 この度の改正項目について別紙のとお

り検討の結果行政書士の業務に関係するの

は、 ｢経営事項審査制度｣ の中での第三者

機関の活用ですが、 これは、 改正省令が未

公布のため明言することはできませんが、

法律において定められている条文上からは、

行政書士業務の職域に影響を及ぼすものと

は考えられないのではないかと思われます。

なお、 ｢昭和62年改正建設業法の解説｣

(建設省建設経済局建設業課監修、 定価

800 円、 送料 200 円) が大成出版社から刊

行されておりますので購入ご希望の会員は、

下記に申し込み願います。

記

062 札幌市豊平区平岸 2 条12- 1- 1

第 2川崎ビル

K K 大成出版社札幌営業所

電 話 (011 ) 812 一 1939

F A X (01l ) 814 一 5l56



TL

改正建設業法の一部を改正
する法律

- - 建設業者の経営に関する事項の
審査関係事項- -

経営に関する客観的事項の審査 (以下

｢経審｣ という。 ) は、 どのような内容

で審査し、 どの機関に申請するか。

は} 目 的 、

公共工事の入札に参加を希望する者

の経営内容を把握するため。 (第27条

の23第 1 項)

(の 申請先
建設大臣 (以下 ｢大臣｣ という。 )

または、 都道府県知事 (以下 ｢知事｣

という。 ) (第27条の23第 1 項)

(3} 審査の評定

イ 経営規模
ロ 経営状況分析

イ、 ロ全体について総合的に評定

する。 (第27条の23第 2 頃)

{4) 審査の具体的項目と申請書

具体的項目は、 省令で定められる

(第27条の23第 3 項) 申請は、 ｢経営

事項審査申請書｣ を提出する。
この様式は省令で定められる。 (第

27条の23第 4 項)

‘5) 申請書に添付すべき書類等

具体的添付書類は、 省令で定められ

る。 (同条第 5 頃) さらに、 大臣また

は知事が必要があると認めるときは、
添付書類以外の報告または資料の提出

を求められる場合がある。(同条第 6項)

(6} 経審には手数料がかかる

実費を勘案して、 政令で定める手数

料を大臣または、 知事に納付すること

になる。 (第27条の31第 1 頃)

(7) 経審の結果の通知

経審を行った大臣または知事は、 申

請者に対し、その結果を遅滞なく通知

することになる。 (第27条の27第 1 項

{8) 経審の結果に不服がある場合

その審査した大臣または、 知事を相

手に再審査を申し立てることができる。
(第27条の28)

肛 第 3 者機関といわれるものは、 どのよ

うな機関なのかG (経営状況分析機関)

= どのようにして機関が定められるの

かo

経営状況分析(以下｢分析｣という。)

を行おうとする者が大臣に申請し、 大

臣が指定した者。 〔第27条の24第 1 項

第 2項)

(2) 大臣が指定する基準はなにか

イ 職員、 設備、 分析の実施の方法そ

の他の事項についての分析の実施に

関する計画が、 分析の適正かつ確実

な実施のために適切なものであるこ

と。 従って、 申請書には以上の内容

が把握できる書類を添付することに

なるであろう。 (第27条の 3 第 1 項

l号)

ロ イの分析の実施に関する計画の適

正かつ確実な、 実施に必要な経理的

(資金的) 及び、 技術的な基礎を有

するものであること。 (同条第 1 頃

2号)

ノ･ 分析以外の業務を行っている者が

申請する場合、 分析以外の業務を行

うことによって分析業務が不公正に

なるおそれがないこと。 (同条第 1

項 3号)

ニ 民法34条の規定する法人である者

に限られている。 従って、 営利を目

●
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的とする商法、 有限会社法による法 ノ･ 分析の申請を行った者の分析結

人は認められない。
(社団法人のみが指定されることに

なるであろう。 ) (同条第 2 頃 1号)

ホ ニの法人または、 その法人の役員

が建設業法違反で刑に処せられ、 そ

の執行を終わり、 また執行を受ける

ことがなくなった日から起算して、
2 年を経過しない者は指定されない。

(同条第 2 項 2 号) または、 その指

定機関が大臣の取り消しの日から 2

年経過しない者も指定されない。

(同条第 2項 3号及び 4号のイ)

へ その法人の役員が大臣の解任命令

によって解任され、 その解任の日か

ら 2 年経過しない役員がいる場合も

指定されない。 (同条 2 項 4 号のロ)

国 分析機関はどのようなことをするの

かo
I の(3)で述べた口の業務のみである。

(第27条の24第 3 項)

{4) 経審の申請者は、 分析機関とどのよ

うな関係になるのか。

イ 分析機関が指定され、 この機関に

分析を行わせようとする場合 (強制

ではない。 しかし、 指定した以上運

営不可能になるようなことにはしな

いであろう。 ) 知事は公示する。(第

27条の25第 1 項)

経審を希望する者は、 この分析機

関に対じ経審のうち、 分析のみを省

令で定める方法によって申請手続を

とることになる。 (第27条の26第 1

項)

従って、 経審を希望する者 (公共

工事の入札に関して) は、 二とおり

の申請をすることになる。

ノ･ 分析の申請を行った者の分析結果

は、 申請者に通知されるものではな

く、 大臣または、 知事に通知するの

である。 (第27条の27第 2 項)

ニ 申請者がこの分析結果に不服があ

る場合には、 行政不服審査法による

審査請求ができる。 相手は建設大臣

である。 (第27条の17)

なお、 大臣または、 知事に対し再

分析を申し立てることができるび

(第27条の28)

ホ 申請者は、 この分析機関に政令で

定める額の手数料を納付することに

なる。 (第27条の31第 2 項) そして

この収入は分析機関の収入となる。

(同条第 3頃)

へ 分析機関の役員、 職員は、 公務に

“と従事する職員とみなされる。 (第

27条の 7 第 2 項)

従って、分析機関は上記ニ、へから

行政庁とみなされる機関であろう。

総事務所等の移転の場合は
速やかに変更登録申請を !

総 務 部

行政書士が、 氏名 ･本籍 ･ 住所 ･事務所

を変更したときは、 速やかに ｢行政書士変

更登録印請書｣ に必要な書類を添えて提出

されますように 5月発行の本会会報でお願

いしてありますが、 いまだ相当数の会員の

方々が未提出となっておりますので至急提

出して下さい。

申請書の様式等は ｢行政書士法令 ･会則

･ 規程集｣ 125 頁以下に掲載されておりま

すのでご覧願います。
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貸金業の登録等
に関するお知らせ

このことについて関係機関等と協議した

結果、 次のとおりでしたので御了知願いま

す。

1. 登録等に係る諸様式について

最近、 ワープロの普及にともない、 相

当数の会員の方々が導入されていますが、
貸金業の登録申請等の場合の諸様式につ

いても所定の書式に適合するものであれ

ば、 差支えありません。
2. 登録 ･ 更新 ･ 変更等の諸手続きについ

て。

昭和58年 9 月 30日付蔵銀第 2 6 0 2号大

蔵省銀行局長通達 ｢貸金業者の業務運営
に関する基本的事項について｣ に基づい

て行われており、 申請等の業務及び指導

は、 すべて貸金業協会 (以下 ｢協会｣ と

う。 ) 会員以外であっても協会を経由す
ることになっています。 このため、 協会

は、 会員以外の者に対するこれらの業務

も実施しなければならないので、 この必

要経費については、 申請者が負担す るこ

とになりました。 従って本年 4 月 1 日か

らこれに要する経費は、 次のとおりです

から御了知ください。

① 登録 ･ 更新については、 1 件に付き

1, 0 0 0円

② 変更については、 1 件に付き 5 0 0

円

= 支 部 の う ご き =
支 部 研 修 会 開 催 状 況 ー潮 ( 泥ま通知人員

支 部 月 日 場 所 研 修 科 目 講 師 受 講
者 数

研 修
種 別

札幌 7 / 22 札幌市教育文化会館 民 法 弁 護 士 諏訪 格磁
( 596 )

74
- ･ 般

函館 7 / l8 五島軒(駅前拓銀ビル)税務関係鬱 嶺 ) 函館税務署
国税調査官 本田 紅雄

( 154 )
37

メフ

小樽 7 / 3 岩内町
働ら〈婦人の家

建設業許可中請と報酬額
表の運用 本会理事 中尾 道信

( 36 )
10

たソ

『

ノン

切･

7 / 4
小樽市
㈱ロアール会議室

メ7 副支部長
兼業研部長 橋本 栄

( 39 )

11
′′

ノン
7/ 8

~ 10
国民保養センター

い わ な い
記帳実務
(建設業決算報告書)

本会
支部監事 野坂 房市

( 74 )

20
メソ

空 知 8 / 22 岩見沢市民会館

稚内中
道北産経会館

民法(裸甥認爲 弁 護 士 諏訪 格滋
( 117 )

27
ノン

宗 谷 7 / 22 車庫証明及び自動車登録
業務 支部監事 熊谷 陽一

( 12 )

5
ノ7

し

室 蘭 7 / 11 室蘭中/i洽 業センター
行政書士の業務開発の進
め方 副支部長 柴田 政夫

( 56 )

9
業 務
研究会

釧路 7 / 25
釧路市
厚生年金福祉会館

株式 ･有限会社設立実務 司法書士 鈴木 寛司
( 62 )

14
一 般
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昭和62年度 支部定時総会開催状況

総 務 部

各支部は次のとおり支部総会を開催し、 62年度事業を推進しています。

支 部 名 開 催
年 月 日

開 催 場 所 役員改選による支部長の異動 出席人員

札 幌 6 2. 5. 1 6 ホテル アカ シヤ 佐 藤 良 雄 (新)
262

( 187 )

函 館 6 2 . 4 . 1 1
函館市

拓銀ビル6 F 会議室
安 保 幸 雄 (新)

55

( - )

小 樽 6 2 , 5 . 1 6
小樽市

そュ一三於幸
北 川 清 (新)

64

( 4 1 )

空 知 6 2 . 6 . 7
滝川市

ホ テノレス エ ヒロ
新 川 司 (再)

77

( 43 )

旭 川 6 2 , 5 . 2 4
旭川市
大雪会館会議室

な し ← 137

( 6 1 )

留 萌 62‐套後 留萌市
消費生活センター

捻 金 昭 二 (再)
13

( 3 )

か 谷ノ示

網 走

6 2 . 5 . 2 3

6 2 . 6 . 2 7

稚内市
銀 平

東藻琴村
末広荘内研修場

な し
11

( 3 )

青 沼 爽 壼 (新)
代議員

24

室 蘭

苫 小 牧

日 -音同

6 2 5 . 9
室蘭市

プラザ、ホテル
村 上 満 (新)

26

( 14 )

44

( 20 )6 2 6, 2 0

6 2 . 5 . 1 0

苫小牧市
ホテルニュー王子

えりも町
ニコニコ旅館

河 合 基 綴 (再)

な し
16

( 5 )

100

( 69 )十 勝 6 2. 5 2 2
帯広市
ホテル若松

な 、 し

釧 路

根 室

6 2. 6. 1 3
釧路市

栄町会館
な くし

46

( 22 )

12

( -- )6 2 . 7 . 5
標津町

す み れ
な いなし

〔注〕 ( ) 内は、 出席者数の内 委任状による出席者数を



= 本会の 主要行事 =

月 日 行 事 名 時 間 開 催 場 所

7 / lo 第 2回監察部会 13 : 00 ~ l7 :00 本会会議室

7 / t6 第 1回車庫証明対策特別委員会 13 : 00 ~ 17 : 0 0 北海道婦人文化会館

7 / 17

7 / 2 1

7 / 28

第 5回常任理事会

日本行政書士会理事会

第 2回支部長会

第 3回理事会

登録資格審査委員会

全国会長会

第 2回企画部会

道議会議員との懇談会

全国監察担当者会議

道地方課との懇談会

登録資格審査委員会

第 2回業務研修部会

13 : 0 0 ~ 17 : 0 O 本会会議室
-

ロ本行政書士会館10 :00 ~ 17 : 00

l3 : 00 ~ l7 :00

10 : 00 ~ 12 : 0 0

新定山渓ホテル

7 / 29 ホテルニュ - フ ロ ンテ ィ ア

7 / 30

8 / 4 ~ 5

8 / 8

16 : 0 0 ~ 17 : 0 0 本会会議室

8 / 4
~

8 / 5
l3 : 00 12 : 30

日本行政書士会館

10 : 00 ~ i2 :00

18 : 00 ~ 20 :00

8 / 25
~

8 / 26
13 : 00 12 " 00

18 :00 ~ 2 0 : 0o

t6 " 00 ~ 17 :00

13 : 00 ~ 17 : 0 0

本会会議室

第一ホテル

熱海市 つるやホテル

不二家

本会会議室

8 / "

8 /25 ~ 26

8 / 27

8 / 28

9 / 10

書筆頭長きに肩るも、 昭和30年鷲堂系師範その

宗粗、ネ中郡晩秋 (先代) =!!から師範、 その後緑川‘

師 (道) 梅常師 (関東) 蘭鴫 (西) 、 現在更に多

数の師につき研究中、 毎日新聞全国展人選、 書道

日本社成家 (かな) 水墨画 (南宗画) 鎌倉 ･ 大久

保楓闇師に花弁南宋面を (華= -の流派) 習う。

臼 rh交換展推薦、 全臼最人選 (南宋画、 書人)

中手と号ず。

浦幌町 在 住 会 員
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日行連 ｢自動車登録検査電子情報シス
テム更改の概要説明会｣ に参加して

業務研修部専門委員 葛 西 彰

台風の接近が報道される中、 9月l6日日本行

政書士会連合会主催の ｢自動車登録検査電子情

報システム更改の概要説明会｣ に北海道会とし

て参加した。 全国から93名の参加があり、 新し

いシステムの具体的な内容について~ 熱心に受

講しておりました。 会場となった日行連会館地

下ホールには、 活字 O C R ライターが展示され~

午後の部では、 機械の操作の実演も行われまし

た。

[田口運輸省自動車登録管理室長の講義内容〕

田口室長から、｢全国の行政書士の皆様には自

動車登録業務について、 理解と協力をいただい

ていることに、 深く感謝申し上げるとともに~

O C R 化については、 行政書士の皆様の協力な

しには成功しない｣ ことを述べるととなく 何

故、 現時点での更改を行うかについて、 説明が

行われた。
要約すると、 ①登録ファイルの容量がすでに

92 % をこえていること。 ② 1 時間当りの処理能

力にも限界があり、 交付時間の短縮のためにも、
処理能力の大幅なアップが要請されている。 ③

現在のシステムは、 すでに 8 年間の使用を続け

ており、 機械の耐久に限界がきている。 などの

理由により、 O C R 化を導入することを説明し

た。
〔手書きでも O C R は読みとれる〕

運輸省のデータによると、 全くの初めてのケ

ースで72 %、 少し練習した者は96%、 よく練習

した者は99 % の比率で~ 手書きによる文字を読

みとることが説明され、手書きによる書類の作

成でも、 心配ないことを力説した。

〔全国研修から地方の研修へ〕

全国レベルの研修は~ これを最後に終了し、
これからは地方陸運支局による研修に移行する

こと、 現在、 陸運支局に対し、 速やかに研修を

行うよう指示したことを説明し準備の出来たと

ころから行われる見通しであることを、 補足説

明していました。 機械は、 すでに運輸局の所在

する陸運支局に設置され (全国10ヶ所)、 テス

トが行われているそうです。

〔運輸省表田補佐官による申請書の記入方法の

説明〕

刷り上ったばかりの ｢自動車検査 ･登録申請

書 くO C R シート) 記入の手引｣ を使用 し~ 記

入の実際について講義が行われた。 O C R 方式

は、 基本的には記入された文字を読みとるとい

う方式であり、 書かれる文字が一定のルールに

よっていなければならないこと、 文字によって

は特殊な表記方法によるものがあるなど、 導入

時までには習熟しておかなければならないと感

じた。

講義は主として、(時間が短かかったため) 新

規登録についてのみの講義に終わった。 申請書

の様式については、 別添官報を参照していただ

きたいと思う。 書式の設定にあたっては、 従来

のマークシート方式の欠点をカバーし~ 記入し

易さに配慮がなされていることが分る。 具体的

な申請書の記入については、 本頁では十分表わ

すことが難しく今後、 各陸運支局で行われる講

習時に理解を深めていただきたいと思う。
〔参考図書〕

｢自動車検査 ･登録申請書 (O C R シート)

記入の手引｣ (財) 自動車検査登録協力会編

価格 2 9 0円 (送料 実費)

お申し込は

〒 l53 東京都目黒区青葉台 3 - 1 - 6

日本行政書士会連合会内、 全国行政書士事業

団まで。
なお、 10冊以上まとめると、 1 冊につき20円

値引きされます。

〔そ の 他〕

現在、 O C R ライターの展示について、 業者

と話し合いを進めております。 詳しい内容力桑決

まりましたら、 後日、 お知らせ致します。
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幟お知 らせ -
“ 社会保険業務の
オンライ ン化について "

企 画 部

次による社会保険業務がオンライン化に

なりますが、 詳細については、 今後の会報

でお知らせします。

(1) 健康保険 ･厚生年金保険の適用、 徴

収関係 (昭和 6 3年 2月実施予定)

(2) 健康保険給付関係

(昭和 6 3 年 1 0月実施予定)

“会費長期滞納者に強制執行
を行なうことに決定 "

会費の長期滞納により、 その事務処理の

ため、 頭を痛めてきたところでありますが

この程、 これら会費の長期滞納者に対して

は、 通常の督促では徴収することは困難と

判断し、 強制執行を行なうことに決定致し
ました。 今後も、 会費の正常な徴収に努力

して参りたいと思いますので、 会員の皆様

のご協力を心からお願いする次第です。

趣
書士の記名押印を励行しよ 爺

･ 行政書士ネームプレートを着用

檄 嚢銹 会 費を朧 鱗 議 し 装 う 。メ′
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